
 

 改定素案（医療機関従事者の勤務環境の改善） 

 

 

 現状とこれまでの取組  

  

６ 医療機関従事者の勤務環境の改善 

 ○ 令和６年４月から医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用されます。

長時間労働の是正や、約 3 割を占める女性医師や離職率が高い看護職員などが働

き続けられる勤務環境の整備が求められています。 

 

 ○ 働きやすい職場環境に向けた医療機関の主体的な取組を支援するため、東京都

医療勤務環境改善支援センターを設置し、医療労務管理・医業経営アドバイザー

が相談対応や助言を行う体制を整備しています。 

 

○ 医師の負担軽減を図るとともに、短時間正職員制度等の勤務形態の導入や、子

育て等の様々な事情で離職した医師・看護師の復職研修、専門性の高い看護師の資

格取得等、チーム医療の推進に取り組む医療機関を支援しています。  

 

 



 

課題と取組の方向性  

医療機関従事者の勤務環境改善への取組の推進 

○ 医師をはじめとする医療従事者の働き方改革は、医療機関における働きやすく

働きがいのある職場づくりに向けて、タスク・シフト／シェアの推進など組織的

な取組がより一層求められています。 

 

○ 健康で安心して働くことができる勤務環境の実現は、働く意欲や満足度を高め、

医療従事者の確保や安全で質の高い医療を提供することにも繋がります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《再掲》 

（取組３） 

○ 地域医療提供体制への影響や、医療機関の働き方改革に関する取組状況を把握

するとともに、東京都医療勤務環境改善支援センターにおいて、労務管理・医業

経営アドバイザーによる相談対応や助言などにより、医師の労働時間短縮やハラ

スメント対策等、働きやすい職場環境に向けた医療機関のニーズに応じた様々な

取組を支援していきます。 

 

○ 働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、タスク ・シフト／シェア等に

よるチーム医療の推進やデジタル技術の活用等により、医師をはじめとする医療

従事者の負担軽減を図り、離職防止、復職、定着を図る勤務環境の整備に向けた

医療機関の取組を支援していきます。 


